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№ 資料番号 ページ 質問項⽬ 質問主旨 回答

1 1 11
報酬単価
について

①町⽥市外に所在する通所事業所です。町
⽥市と他市では、報酬単価が異なるのです
か。
②町⽥市外に所在する事業者が町⽥市⺠に
サービスを提供する場合、報酬単価は施設
所市町村の住⺠と同じになるのですか。

①貴⾒の通りです。総合事業は市町村の事業であ
るため、報酬単価は市町村により異なります。
②町⽥市外の事業者でも、町⽥市の被保険者に
サービスを提供する場合は、原則として、町⽥市
の設定した報酬単価でサービスを実施していただ
くことになります。また、請求に使⽤するサービ
スコードは町⽥市の設定するコードです。ただ
し、町⽥市の被保険者でも住所地特例者の場合
は、施設所在市町村の設定する報酬単価でサービ
スを実施し、請求には施設所在市町村の設定する
サービスコードを使⽤します。

2 1 11
1単位の単価
について

町⽥市外に所在する通所事業所です。町⽥
市の被保険者の利⽤については、1単位
10.68円で利⽤料を計算するということでよ
ろしいでしょうか。

貴⾒の通りです。
町⽥市の地域単価は以下の通りです。
 通所型サービス︓10.68円
 訪問型サービス︓11.05円

ただし、A1のコードを使⽤する国基準型訪問
サービスのみなし事業者は、町⽥市被保険者の⽅
についても施設所在市町村の地域区分で算定をし
てください。

3 - -
事業所評価
加算について

現在事業所評価加算の適合判定を受け、算
定している町⽥市外に所在する事業所です
が、町⽥市の国基準型通所サービスでの当
該加算の算定は可能ですか。また、算定を
する場合に、必要な⼿続きはありますか。

算定可能です。
なお、平成29年度の当該加算の算定にあたって
は、町⽥市への届出は不要です。

平成29年度の町⽥市の国基準型通所サービスの事
業所評価加算については、平成28年10⽉に都道
府県へ届出をおこなった事業所に対し、平成28年
度の介護予防通所介護の実績をもとに決定しま
す。該当する事業者には後⽇お知らせいたしま
す。
平成30年度以降の取扱いにつきましては、改めて
町⽥市ホームページ等にてお知らせいたします。

4 1 18
被保険者証の

有効期間（終期）
について

事業対象者には有効期間の終期がないとの
ことですが、利⽤するサービス等の⾒直し
はおこなわないのですか。

利⽤するサービス等の⾒直しやケアプランの変更
等についての考え⽅は介護予防⽀援と同様です。
事業対象者について、状態に変化があり、利⽤す
るサービスを変更する必要があるか、また介護認
定申請をおこなう必要があるかの判断は、ケアマ
ネジメントにおける定期的なモニタリング等にお
いて判断します。
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5 1 2

国基準型通所サービス
（現⾏相当）について

利⽤するサービスの
選択について

①介護予防訪問介護・介護予防通所介護は
平成30年3⽉末で終了するとのことですが、
国基準型訪問サービス・国基準型通所サー
ビスについては、平成30年4⽉以降も継続し
ますか。
②どのサービスを利⽤するかという判断
は、どのようにおこなうのですか。

①国基準型訪問サービス・国基準型通所サービス
について、現時点では終了の予定はありません。
②これまでと同様に、ご本⼈の意向や⼼⾝の状況
などを確認した上で⾼齢者⽀援センターの専⾨
職、担当のケアマネジャーなどと相談しながら決
めていきます。

6 1 15
⽇割り算定
について

利⽤者との契約⽇とサービス提供開始⽇が
同⽉内ではなく、例えば契約⽇が2⽉27⽇
で、サービス提供開始⽇が3⽉2⽇の場合、2
⽉27⽇・28⽇での⽇割りで算定した請求額
と初回加算を請求して良いのですか。

⽇割り算定の対象となるのは、⽉途中に利⽤者と
契約し、サービスの提供を開始した場合です。
お⽰しの事例は、⽇割り算定の対象外であり、2
⽉分については請求せず、3⽉分について⽉額包
括報酬（⽇割りなし）を算定します。

7 - -
総合事業の利⽤料の
請求先について

総合事業の利⽤料について、東京都外に所
在する事業所は、従前通り施設所在都道府
県の国保連合会に総合事業費を請求すると
いうことでよろしいですか。
（例︓神奈川県に所在する事業所は神奈川
県国保連合会へ請求する。）

貴⾒の通りです。


